
児童・生徒の登下校について 
 

みだしのことにつきましてみだしのことにつきましてみだしのことにつきましてみだしのことにつきまして、、、、下記下記下記下記のようにしますのでのようにしますのでのようにしますのでのようにしますので、、、、警報等警報等警報等警報等のののの発表発表発表発表にごにごにごにご注注注注

意意意意いただきいただきいただきいただき、、、、児童児童児童児童・・・・生徒生徒生徒生徒がががが安全安全安全安全にににに登下校登下校登下校登下校できるようにできるようにできるようにできるように、、、、ごごごご協力協力協力協力をおをおをおをお願願願願いいたしいいたしいいたしいいたし

ますますますます。。。。    

    

１ 登校前に「暴風警報」または「暴風雪警報」が愛西市に発表されてい

る場合（愛知県全域、愛知県西部全域、尾張西部全域も含む） 
※ ご注意 

 愛知県愛知県愛知県愛知県、、、、愛知県西部愛知県西部愛知県西部愛知県西部、、、、尾張西部尾張西部尾張西部尾張西部にににに上記上記上記上記のののの警報警報警報警報がががが発表発表発表発表されていてもされていてもされていてもされていても、、、、愛西市愛西市愛西市愛西市にににに発表発表発表発表されていないされていないされていないされていない場合場合場合場合

はははは、、、、このこのこのこの対象対象対象対象とはしませんとはしませんとはしませんとはしませんのでご注意ください。気象庁のＨＰ、愛西市防災メールなどで愛西市に

警報・注意報が発表されているかどうか確認してください。 

 （１）午前 6時 30分（始業時刻より 2時間前）までに警報が解除された場合・・・平常どおりの授業 

 （２）午前 6時 30分から午前 11時までに警報が解除された場合 

    ①午前 7時 30分までに警報が解除された場合 ・・・・・・・・・・・・・・第 2時限から授業 

    ②午前 8時 30分までに警報が解除された場合 ・・・・・・・・・・・・・・第 3時限から授業 

    ③午前 9時 30分までに警報が解除された場合 ・・・・・・・・・・・・・・第 4時限から授業 

    ④午前 11時までに警報が解除された場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・第 5時限から授業 

    ※警報が解除されても道路・橋などの決壊浸水などで登校に危険な場合は、登校を見合わせてく

ださい。 

 （３）午前 11時までに警報が解除されない場合・・・・・・・・・・・・・・・・・授業中止（休校） 
 

※登校途中の場合、登校します。 

 

２ 登校後に「暴風警報」または「暴風雪警報」が愛西市に発表されてい

る場合（愛知県全域、愛知県西部全域、尾張西部全域も含む） 
（１）気象状況等を判断した上で、授業を中止して、速やかに帰宅させます。 

（２）児童・生徒の帰宅が困難な場合、校内の安全な場所に待機させます。 

 

 

３ その他の警報・注意報（大雨・大雪等）が愛西市愛西市愛西市愛西市に発表された場合 

（愛知県全域、愛知県西部全域、尾張西部全域も含む）    
 （１）登校前 

    登校が危険と保護者が判断された場合は、登校を見合わせ、安全が確認できたら登校させてくだ

さい。 

 （２）登下校の途中 

    通学団班長・個人が危険と判断したら、近くの民家に避難させてもらう。この場合、学校へなる 

    べく早く連絡する。 

（３）登校後 

   ① 下校が危険と判断した場合は、安全に帰宅できると判断するまで、校内の安全な場所に待機    

させます。 

   ② 気象状況や戸外・通学路などの状況から判断し、授業を中止して速やかに帰宅させることもあ 

     ります。 



４ 「東海地震注意情報」または｢東海地震予知情報（警戒宣言）｣が発表

された場合 
 「東海地震注意情報」または「東海地震予知情報 (警戒宣言）」が発表された場合は、休校としま

す。  
                      （時間帯別の各学校の対応は、下表のとおりとします。） 

時間帯 小学校 中学校 

登校前 登校させないで自宅待機とします。 

登校途中 

学 校 へ 登 校 し ま す 。 

①登校後、人員点呼し、運動場等に待機

させます。 

②児童の引き取りをお願いします。保護

者の引き取りがあった段階で、引き渡

します。   

①登校後、人員点呼し、すぐ下校させ

ます。 

＊引き取りを希望される場合は、保

護者の引き取りがあった段階で、

運動場等で引き渡します。 

授業中 

授 業 を 中 止 し 、 下 校 し ま す 。 

①人員点呼し、運動場等に待機させま

す。 

②児童の引き取りをお願いします。保護

者の引き取りがあった段階で、引き渡

します。  

①人員点呼し、すぐ下校させます。 

＊引き取りを希望される場合は、保

護者の引き取りがあった段階で、

運動場等で引き渡します。 

「東海地震予知情報」や「東海地震注意情報」が発表された後、東海地震の前兆現象ではない、と判断

された場合には、それらを「解除」するという形で気象庁等から発表されます。 

 その場合の登校の時刻と解除の時刻との関係は、暴風警報の場合と同じです。 

 

☆ 愛西市教育委員会 ３７－０２３１ 

      ☆ 永和中学校  ３１－００１５   ☆ 永和小学校   ３１－００１４ 

☆ 佐屋中学校  ２８－３３８８   ☆ 市江小学校   ３１－０４２８ 

☆ 立田中学校  ２５－２６６１   ☆ 佐屋小学校   ２８－３３８５ 

☆ 八開中学校  ３７－０６８４   ☆ 佐屋西小学校  ２６－７２１２ 

☆ 佐織中学校  ２８－２５４３   ☆ 立田南部小学校 ２８－２２１０ 

☆ 佐織西中学校 ３７－２０３０   ☆ 福原分校    ２４－８４８７ 

                         ☆ 立田北部小学校 ２８－２０４４ 

                         ☆ 八輪小学校   ３７－０３５３ 

                         ☆ 開治小学校   ３７－０６５４ 

                         ☆ 北河田小学校  ２８－３３９４ 

                         ☆ 勝幡小学校   ２８－２３３２ 

                         ☆ 草平小学校   ２８－２５６９ 

                         ☆ 西川端小学校  ３７－１９７８ 

 

 

 

平成２３年 ９月    愛西市教育委員会 

ご家庭で、よく目につく場所へ掲示してください。  

 


